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平
成　

年
４
月　

日
以
前
ま
で
に
当
別
町
に
転
入
の
届
出
を
し
、

１７

１８

引
き
続
き
投
票
日
ま
で
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
、
昭

和　

年
７
月　

日
以
前
生
ま
れ
の
日
本
国
籍
が
あ
る
方
。

６０

２５
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選
挙
日
当
日
に
仕
事
な
ど
の
た
め
、
投
票
所
で
投
票
で
き
な
い

方
は
、
選
挙
期
日
前
で
あ
っ
て
も
、
投
票
日
と
同
じ
く
投
票
用
紙
を

直
接
投
票
箱
に
入
れ
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

以
前
ま
で
の
不
在
者
投
票
と
違
い
、
内
封
筒
・
外
封
筒
が
な
く
署

名
も
不
要
で
す
。

　

病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
行
っ
て
い
る
投
票
な
ど
は
、
従
来

ど
お
り
の
不
在
者
投
票
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
身
体
に
重
度
な
障
が
い
が
あ
る
方
は
、
郵
便
等
に
よ
る
不

在
者
投
票
も
可
能
で
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

有
権
者
一
人
ひ
と
り
に
郵
送
し
ま
す
。
入
場
券
に
は
、
有
権
者

の
氏
名
や
投
票
場
所
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
投
票
日
当
日
や
期

日
前
投
票
を
す
る
時
に
は
、
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
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町
選
挙
管
理
委
員
会
が
発
行
す
る
選
挙
公
報
に
は
、
候
補
者
自

身
の
政
治
姿
勢
や
政
治
信
条
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
選
挙

公
報
は
町
内
会
の
協
力
で
全
戸
配
布
し
ま
す
が
、
役
場
庁
舎
と
太

美
出
張
所
に
も
備
え
て
い
ま
す
。
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町
内　

カ
所
に
立
候
補
者
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
板
を
設
置
し
ま
す
。

８０

　

掲
示
板
の
破
損
や
倒
壊
を
発
見
し
た
と
き
は
、
町
選
挙
管
理
委

員
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

��
�
�
�
�

�
�
�　

開
票
は
、
７
月　

日
、　

時　

分
か
ら
町
総
合
体
育
館
（
白
樺
町
）

２４

２１

１５

で
行
い
ま
す
。
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無
投
票
が
決
定
し
た
時
点
で
入
場
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
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　国勢調査は、人口・世帯について最新の実態
を明らかにし、国や都道府県、市町村の行政
の基礎資料として今後のまちづくりに活かさ
れるものです。
　この調査は、住民登録とは関係なく、１０月１
日現在、ふだん住んでいる場所で調査票に記
入していただきます。
　調査票は、国勢調査員が９月下旬から１０月上
旬にかけて、皆さんのお宅へ配布し、受け取
りに伺います。
　記入項目は、性別、生年月日、住居の種類な
ど１７項目あります。
▼���　総務課総務係（�23－2330）
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▼�������
　当別町農業委員会委員選挙人名簿に登載され
ている方。（名簿は、3月31日で確定済み。）
※選挙人名簿の縦覧期間は終了しています。
▼���　～無投票が決定した時点で
                            入場券は無効となります～
　有権者一人ひとりに郵送します。
   投票日当日や期日前投票をする時には、忘れ
ずに持参してください。
▼���
　投票所は通常の選挙と異なり����となって
います。��������	
����
▼���
　開票は、7月１０日、１7時３0分から役場第二庁舎
（白樺町）で行います。
▼���
　通常の選挙と同じく、病院や老人ホームなど
で行っている不在者投票や郵便等による不在者
投票の制度が活用できます。ご不明な点は町選
挙管理委員会へお問い合わせください。
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調査は、都道府県・市区町村を通じて、
次の流れで行われます。
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【国勢調査は、法律に基づく回答義務があります】


